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顧客情報を入力することで使用できる機能

1. 顧客ニーズ分析・現状把握および分析レポート
（現状把握・提案書）

2. 情報提供資料レポート（現状把握付きレポート作成）

3. 不動産レポート

4. 遺産分割案シミュレーション・遺産分割レポート

5. 資産組み換えシミュレーション

6. 公正証書遺言の原案作成（※１）

7. 遺産分割協議書作成（※１）

8. 将来予測シミュレーション

9. 贈与税シミュレーション

※１ 公正証書遺言の原案、遺産分割協議書を作成する場合は、
資産明細の入力および不動産の詳細入力（筆入力）が必須です。
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入力手順

顧客情報を入力することで使用できる機能

新規入力・クリア

本人情報入力

相続人入力

株主構成入力

ヒアリング情報入力

顧客データの登録

不動産入力

資産明細入力



①【データ入力・検索】をクリックします。

②【新規入力・クリア】をクリックします。

・既に情報が入力されていて、次のお客さまを新規入力

する際にクリックしてください。

留意点

・現在表示されているデータが、

『DATAファイルに登録済み』

であることを確認してからクリックしてください。

『DATAファイルに登録されておりません』

と表示されている場合は登録が必要です。
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初期画面

新規データ入力準備

①

②

データ入力シート



本人・資産管理会社・主宰法人情報入力

留意点

・入力欄には可能な限りすべて入力することを推奨します。

（入力された情報量が多いほど相続上の問題点の

分析精度が高まります。）

③【入力F】をクリックします。

④ 『本人情報』『資産管理会社情報』

『主宰法人情報』を入力します。

・この主宰法人情報は1社分だけ入力します。

・相診ナビの株価算定ツールに株主構成を入力している場合

は、自動反映機能を使用できます。

・資産管理会社のみ所有している場合は、

『資産管理会社情報』 と『主宰法人情報』の両方に、

資産管理会社の情報を入力してください。

⑤【シートへ入力】をクリックします。
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③

⑤

入力フォーム



⑥ 推定相続人の【入力フォーム】をクリックします。

⑦ 相続人の情報を入力します。

・続柄欄をダブルクリックするとリストが表示されます。

・法定相続人の続柄により、法定相続割合は自動計算され

ます。

・代襲相続人が2人いるケースで、2人の親が同一の場合は、

両者とも続柄を『代襲A』としてください。

（アルファベットを揃えてください。）

・『持ち家』について、相続人自身またはその配偶者に

持ち家が有る場合は、『有』を選択してください。

・遺産分割で法定相続人以外に財産を相続させる場合は、

続柄欄は『受遺者』を入力してください。

⑧ 相続人の中に養子がいる場合で、

配偶者とも縁組している場合は『配偶者と縁組』に

チェックをします。

先妻先夫の子等で二次相続人から除外する場合は、

『二次から除外』にチェックをします。

⑨【シートへ入力】をクリックします。
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相続人入力

⑧

⑥

⑨

入力フォーム



㌽ ・財産の明細は公正証書遺言と遺産分割協議書を作成する

場合は必須です。

㌽ ・公正証書遺言と遺産分割協議書の作成予定がなく、

提案書やその他シミュレーションを作成するだけであれ

ば、資産明細の入力は必須ではありません。

⑩ 資産明細を入力する場合

【資産明細】をクリックし⑪に進みます。

資産明細を入力しない場合

【入力フォーム】をクリックし、各財産の合計を

    入力し⑳に進みます。

⑪【預貯金明細】をクリックします。
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不動産以外の財産入力

⑪

⑩



資産明細入力シート

預金明細入力

⑫【入力・修正】をクリックします。

⑬ フォームの項目に情報を入力します。

⑭【新規入力】をクリックします。

※オートフィル機能の使用や直接入力もできます。
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1.『A銀行B支店』のセルを選択します。
 
 2. 赤枠内にカーソルを合わせるとカーソルの形が〚✚〛に
     変わります。
 
3. その状態で左クリックしたまま下方向（コピーしたい

方向）にドラックします。

オートフィル機能の説明⑫

⑭



資産明細入力シート

生命保険明細入力

⑮【生命保険明細】をクリックし、生命保険を入力します。（※1【入力・修正】ボタンを押して、入力フォームからの入力を推奨）

⑯ 被保険者名と顧客名が完全一致すると法定相続人の人数にあわせて、生命保険非課税金額が変動します。

留意点 ・入力シートの本人の氏名と被保険者の氏名（姓と名の間のスペースを含む）が同一の場合に非課税対象商品として自動判定します。

(姓と名の間のスペースを入力する場合、半角/全角も統一してください。)

            ・被保険者欄が空欄の場合は、非課税金額の対象外として判定します。

・被保険者および受取人を入力する際、「様」等は付けないで氏名のみ入力してください。
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⑮

※1

⑯

⑯



※ 死亡退職金は『その他明細』に入力します。

⑰ 種類、財産名に死亡退職金と正しく入力すると、法定相続人の人数にあわせて、死亡退職金非課税金額が変動します。

留意点 ・「死亡退職金」という文字で非課税枠の適用可否を判定しています。

・ ※1【入力・修正】ボタンを押して、入力フォームからの入力を推奨しています。

・ 死亡退職金以外の流動性資産の場合は、種類は「流動性資産」を選択してください。

⑱ 明細入力完了後【戻る】をクリックします。 8

資産明細入力シート

死亡退職金の入力

⑱

⑰

⑰

※1



※1 財産明細が入力されている項目の左側が紫色になり、

各項目に明細の合計金額が反映されます。

⑲ 資産・負債状況または収入・支出状況の

【入力フォーム】をクリックします。

⑳『総収入』『総支出』『配偶者の財産』を入力

します。

※2『不動産収入』と『その他』はプルダウンメニューから

『不動産所得』と『減価償却費』に変更できます。

      確定申告書が手元にある場合は、 

     『不動産所得』と『減価償却費』を入力します。

※3 資料、聴取、推定のプルダウンメニューはメモとして

使用してください。

㉑【シートへ入力】をクリックします。
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総収入・総支出・配偶者の財産入力

※1

⑲

㉑

※2

※3

※2



㉒ 株主構成の【入力フォーム】をクリックし、

株主構成を入力します。

・この株主構成は１社分だけ入力します。

・相診ナビの株価算定ツールに株主構成を入力している場合は、

自動反映機能を使用できます。

留意点

・後継者が決まっている場合は、自社株を保有していなくても、

株主名に後継者の氏名を入力し、株式数は０株と入力します。

※1

・「後継者」が決まっている場合のみ、後継者欄

を入力してください。※2

㉓ 入力完了後【シートへ入力】をクリックします。
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株主構成入力

㉒

㉓

※1

データ入力シート

※2



不動産入力の注意点

・不動産の入力は、物件ごと（利用単位ごと）に入力します。

・『借地権割合』は全ての土地で入力が必須です。（顧客ニーズ分析機能のため）

㉔【不動産入力フォーム】をクリックします。

㉕【路線価地区】または【倍率地区】を選択します。
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不動産入力

㉔

データ入力シート

㉕



㉖『土地の用途』を入力します。

・建物を建築可能な更地等の場合は『土地の用途』欄は〚更地〛または〚駐車場〛を選択してください。

・建物のみを入力する場合は『土地の用途』欄は〚建物：自用〛または〚建物：賃貸〛を選択してください。

・住所を入力することで地図表示機能が使用できます。顧客から土地等の資料をいただく際に、物件ごとに住所をヒアリングしてください。

㉗ 奥行補正や不整形地補正等を行う場合は【土地評価システム】をクリックします。（任意）
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不動産入力フォーム

不動産入力（土地入力）

㉗

㉖



㉘【土地評価算定シート】をクリックします。

㉙『住所』『土地情報』『正面路線価』と必要に応じて『側方路線価』 『裏面路線価』等を入力します（利用単位で入力を行います）。

㉚ 入力完了後【評価明細書（第1表）】にて、評価の過程を確認することができます。

㉛【不動産フォームへ反映】をクリックします。 ・不動産入力フォームに補正した土地データが反映されます。

※ 不動産フォームに反映する際、土地評価データは自動登録されます。
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土地評価システム

不動産入力（土地評価システム）

㉚㉛



㉜ 分筆されておらず1筆のみを入力する場合は、㉜の赤枠内に土地の情報を入力します。

または

㉝ 2筆以上の場合は【筆入力・修正】をクリックし、この物件が何筆に分かれているかを入力し、 【不動産フォームへ反映】をクリックします。

※ 上記は、賃貸物件が２筆に分かれている場合の入力例です。

留意点 ・『地目』『土地の用途』『共有持分』『路線価』『借地権割合』『共有名義』が相違する筆明細は入力できません。

・上記が相違する場合は、利用単位を分けて入力（別物件として入力）してください。

または、共有持分だけが異なる場合は、共有持分を統一し、それに応じて面積を調整してください。 14

不動産入力フォーム

不動産入力（土地入力）

㉝

筆入力フォーム

㉝

㉜



㉞『建物明細』を入力します。

※1 所有者（賃貸状況）は、※1の中から選択してください。

主宰法人：建物の所有者が法人の場合 主宰法人使用：本人が建物を所有し、本人が経営している法人が事業用として借りている場合

㉟『路線価URL』を入力します。

・路線価を国税庁のHPで調べた時、路線価のURLをコピーし <Ctrl + V> で貼り付けてください。

・路線価のURLを登録すると、来年から最新の該当地区の路線価図を簡単に表示できる機能が使用できます。

㊱【シートへ入力】をクリックします。 ・入力シートに入力内容が反映されます。

  ・㉖～㊱を繰り返し、不動産を入力します。

㊲不動産の入力完了後 次ページへ
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不動産入力フォーム

不動産入力（建物入力）

㊲㊱

㉟

※1



㊲ 不動産の入力完了後【フォームを閉じる】をクリックします。

㊳ 土地評価システムを使用した場合、土地評価システムを閉じるようメッセージボックスが表示されます。

※1 最新の土地評価システムでは【不動産フォームに反映】をクリックする度に登録されるので、

『DATAファイルに登録（保存）済みです』という記載があることを確認してください。

『DATAファイルに登録してください』と表示されている場合は登録が必要です。

㊴ 【土地評価システム終了】をクリックします。
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不動産入力フォーム

不動産入力の終わり方

土地評価システム

㊴

㊲ ㊳

※1



㊵【土地用途と建物の組み合わせ】をクリックします。

・土地の用途や建物の所有者を入力時、不明点があった場合

は、こちらを参照してください。

㊶【不動産の評価方法】をクリックします。

・こちらで組合せによる自動評価方法を確認できます。

※1 土地の用途と建物の所有者の組み合わせにより、

土地と建物の相続税評価額を自動計算します。

※2 用途欄がピンク色の土地は小規模宅地の特例が

適用されていることを示しています。

※3 プルダウンメニューから小規模宅地の特例の判定方法を

       選択できます。

     （詳細は【小規模ヘルプ】※4から確認できます。）

※5【小規模指定】ボタンから、小規模宅地の特例の任意選択

や強制入力の設定ができます。
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データ入力シート

土地の用途・相評自動計算・小規模宅地に関する説明

※3

※2 ※1

㊵

㊶

※5 ※4



（1） 検索物件番号に編集したい物件番号を入力し、【検索】をクリックします。

（2） 2筆以上の場合は【筆入力・修正】をクリックし、筆の情報を編集または確認し、【不動産フォームへ反映】をクリックします。

・1筆のみの場合は【筆入力・修正】ボタンから修正する必要はございません。

※1 相続税評価額が本システムの自動計算結果と異なる場合は、こちらから相続税評価額の強制入力を行います。

（3） 編集完了後【シートへ入力】をクリックし、フォームを閉じます。
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不動産入力フォーム

不動産入力（編集方法）

(1)

※1

※1

(2)

(3)



（1） 不動産を通常通り入力し、【マンション評価】をクリックします。

（2）『総階数』などの空欄の箇所を入力し、【反映】をクリックします。

※1 敷地権とは別に土地の共有持ち分が1/1ではない場合は、敷地権の持ち分を修正入力してください。

敷地権の持ち分を修正すると土地の共有持ち分が自動で修正されます。

（3）【シートへ入力】ボタンを押して入力完了です。

※2 データ入力シートの【マンション評価】ボタンから相続税評価額の計算過程の確認や、簡易にマンション評価の試算ができます。 19

マンションの相続税評価額算出機能

(1)

(2)

(3)

※2

※1



（1）【農地の納税猶予設定】をクリックします。 （2）【納税猶予対象地の取得】をクリックします。

（3）『農業相続人』『農業投資価格の単価』を入力します。 （4） 二次相続時の納税猶予は【2次相続の農業相続人指定】ボタンから設定します。

※ 農地納税猶予の適用の切り替えは【算出設定・確認】→『農地の納税猶予指定』の設定・確認ボタンから行えます。

留意点 ・ 入力必須の項目が空欄の場合、正しく相続税が計算されない原因となります。

・ 納税猶予を適用しない農地は削除してください。

・ 1つの農地で複数人の農業相続人がいる場合は、各農業相続人が相続する『面積』と『通常の価格』を入力してください。

20

データ入力シート

農地の納税猶予設定

(1)

(2) (4)

(3)
(3)

農地納税猶予設定シート



● 数字上のデータではわからない問題点をチェックして

いきます。

㊷ 【定性面チェック・レポート強制出力】をクリックします。

㊸ 該当する項目の赤枠内をダブルクリックして選択します。

・この項目は顧客ニーズ分析機能で分析できない項目です。

・選択された項目に関する提案書が出力されます。

㊹ 提案書に出力したい項目の赤枠内をダブルクリック

      して選択します。

・この項目は顧客ニーズ分析機能で分析できる項目です。

・選択することで顧客ニーズ分析で出てこない項目を強制的に出力で

きます。

・強制出力には一定の条件があります。

㊺ 選択後【戻る】をクリックします。

㊻ 【登録】をクリックします。

・登録忘れを防止するために、登録ボタンは小まめに押すようにして

ください。

入力方法の説明は以上です。
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定性面チェック・レポート強制出力設定

㊸

㊹

㊺

㊻

レポート強制出力シート

㊷



顧客データの登録方法
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※新規顧客データはDATAファイルに登録されていないことを示しています。

※DATAファイルに登録されている既存顧客データの内容から変更されたことを示しています。

顧客データ

<新規顧客データの登録手順>

(1)【登録】をクリックします。

(2)『DATAファイルに登録(保存)済です』にコメントが切り替わると登録完了です。

留意点
・右上の[×]ボタンを押すと、【保存する】【保存しない】【キャンセル】が表示されますが、【保存する】を押しても当システムのDATAファイル

に登録されません。

・【保存する】をクリックして閉じると、入力シート上に表示していた入力内容が『システム起動』ファイルに保存され、
次回システムを立ち上げると、前回と同じ画面（入力内容）が表示されます。

    ・DATAファイルに登録されていない状態で、バージョンアップを行うと入力したデータが消去されますので、
       閉じる時には必ず「登録」をクリックするようにしてください。

(1)

(1)

(2)
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	スライド 2:  ①【データ入力・検索】をクリックします。  ②【新規入力・クリア】をクリックします。 　・既に情報が入力されていて、次のお客さまを新規入力 　　する際にクリックしてください。  留意点 　・現在表示されているデータが、 　　『DATAファイルに登録済み』　　 　　であることを確認してからクリックしてください。  　　『DATAファイルに登録されておりません』 　　と表示されている場合は登録が必要です。 
	スライド 3: 留意点 　・入力欄には可能な限りすべて入力することを推奨します。     （入力された情報量が多いほど相続上の問題点の 　　 分析精度が高まります。）  ③【入力F】をクリックします。  ④ 『本人情報』『資産管理会社情報』　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　 『主宰法人情報』を入力します。  　・この主宰法人情報は1社分だけ入力します。 　  　・相診ナビの株価算定ツールに株主構成を入力している場合 　　は、自動反映機能を使用できます。  　・資産管理会社のみ所有している場合は、 
	スライド 4: ⑥ 推定相続人の【入力フォーム】をクリックします。  ⑦ 相続人の情報を入力します。  　・続柄欄をダブルクリックするとリストが表示されます。  　・法定相続人の続柄により、法定相続割合は自動計算され 　　ます。  　・代襲相続人が2人いるケースで、2人の親が同一の場合は、 　　両者とも続柄を『代襲A』としてください。 　　（アルファベットを揃えてください。）  　・『持ち家』について、相続人自身またはその配偶者に 　　持ち家が有る場合は、『有』を選択してください。  　・遺産分割で法定相
	スライド 5:  ㌽ ・財産の明細は公正証書遺言と遺産分割協議書を作成する 　　場合は必須です。 ㌽ ・公正証書遺言と遺産分割協議書の作成予定がなく、 　　 提案書やその他シミュレーションを作成するだけであれ 　　 ば、資産明細の入力は必須ではありません。   ⑩ 資産明細を入力する場合 　【資産明細】をクリックし⑪に進みます。  　 資産明細を入力しない場合 　【入力フォーム】をクリックし、各財産の合計を　       入力し⑳に進みます。   ⑪【預貯金明細】をクリックします。 
	スライド 6: ⑫【入力・修正】をクリックします。  ⑬ フォームの項目に情報を入力します。  ⑭【新規入力】をクリックします。  ※オートフィル機能の使用や直接入力もできます。
	スライド 7: ⑮【生命保険明細】をクリックし、生命保険を入力します。（※1【入力・修正】ボタンを押して、入力フォームからの入力を推奨）  ⑯ 被保険者名と顧客名が完全一致すると法定相続人の人数にあわせて、生命保険非課税金額が変動します。  留意点　・入力シートの本人の氏名と被保険者の氏名（姓と名の間のスペースを含む）が同一の場合に非課税対象商品として自動判定します。 　　　　  　(姓と名の間のスペースを入力する場合、半角/全角も統一してください。)             ・被保険者欄が空欄の場合は、
	スライド 8: ※　死亡退職金は『その他明細』に入力します。  ⑰ 種類、財産名に死亡退職金と正しく入力すると、法定相続人の人数にあわせて、死亡退職金非課税金額が変動します。  留意点　・「死亡退職金」という文字で非課税枠の適用可否を判定しています。 　　　　・ ※1【入力・修正】ボタンを押して、入力フォームからの入力を推奨しています。 　　　　・ 死亡退職金以外の流動性資産の場合は、種類は「流動性資産」を選択してください。  ⑱ 明細入力完了後【戻る】をクリックします。
	スライド 9:  ※1 財産明細が入力されている項目の左側が紫色になり、 　   各項目に明細の合計金額が反映されます。  ⑲ 資産・負債状況または収入・支出状況の 　【入力フォーム】をクリックします。   ⑳『総収入』『総支出』『配偶者の財産』を入力 　 します。  ※2『不動産収入』と『その他』はプルダウンメニューから 　  『不動産所得』と『減価償却費』に変更できます。       確定申告書が手元にある場合は、       『不動産所得』と『減価償却費』を入力します。  ※3 資料、聴取、推定のプ
	スライド 10:  ㉒ 株主構成の【入力フォーム】をクリックし、 　 株主構成を入力します。  　・この株主構成は１社分だけ入力します。  　・相診ナビの株価算定ツールに株主構成を入力している場合は、 　　自動反映機能を使用できます。  留意点 　・後継者が決まっている場合は、自社株を保有していなくても、 　　株主名に後継者の氏名を入力し、株式数は０株と入力します。 　　※1  　・「後継者」が決まっている場合のみ、後継者欄 　　を入力してください。※2   ㉓ 入力完了後【シートへ入力】をクリックします
	スライド 11:  不動産入力の注意点  　・不動産の入力は、物件ごと（利用単位ごと）に入力します。  　・『借地権割合』は全ての土地で入力が必須です。（顧客ニーズ分析機能のため）    ㉔【不動産入力フォーム】をクリックします。   ㉕【路線価地区】または【倍率地区】を選択します。 
	スライド 12:  ㉖『土地の用途』を入力します。  　・建物を建築可能な更地等の場合は『土地の用途』欄は〚更地〛または〚駐車場〛を選択してください。  　・建物のみを入力する場合は『土地の用途』欄は〚建物：自用〛または〚建物：賃貸〛を選択してください。  　・住所を入力することで地図表示機能が使用できます。顧客から土地等の資料をいただく際に、物件ごとに住所をヒアリングしてください。　  ㉗ 奥行補正や不整形地補正等を行う場合は【土地評価システム】をクリックします。（任意）　
	スライド 13: ㉘【土地評価算定シート】をクリックします。  ㉙『住所』『土地情報』『正面路線価』と必要に応じて『側方路線価』 『裏面路線価』等を入力します（利用単位で入力を行います）。  ㉚ 入力完了後【評価明細書（第1表）】にて、評価の過程を確認することができます。  ㉛【不動産フォームへ反映】をクリックします。　・不動産入力フォームに補正した土地データが反映されます。  ※　不動産フォームに反映する際、土地評価データは自動登録されます。
	スライド 14: ㉜ 分筆されておらず1筆のみを入力する場合は、㉜の赤枠内に土地の情報を入力します。 または ㉝ 2筆以上の場合は【筆入力・修正】をクリックし、この物件が何筆に分かれているかを入力し、 【不動産フォームへ反映】をクリックします。 ※　上記は、賃貸物件が２筆に分かれている場合の入力例です。  留意点　・『地目』『土地の用途』『共有持分』『路線価』『借地権割合』『共有名義』が相違する筆明細は入力できません。 　　　　・上記が相違する場合は、利用単位を分けて入力（別物件として入力）してください。
	スライド 15: ㉞『建物明細』を入力します。 　※1　所有者（賃貸状況）は、※1の中から選択してください。 　　　  主宰法人：建物の所有者が法人の場合　　　主宰法人使用：本人が建物を所有し、本人が経営している法人が事業用として借りている場合  ㉟『路線価URL』を入力します。　 　　・路線価を国税庁のHPで調べた時、路線価のURLをコピーし <Ctrl + V> で貼り付けてください。 　　・路線価のURLを登録すると、来年から最新の該当地区の路線価図を簡単に表示できる機能が使用できます。  ㊱【シー
	スライド 16: ㊲　不動産の入力完了後【フォームを閉じる】をクリックします。  ㊳　土地評価システムを使用した場合、土地評価システムを閉じるようメッセージボックスが表示されます。 ※1　最新の土地評価システムでは【不動産フォームに反映】をクリックする度に登録されるので、 　　『DATAファイルに登録（保存）済みです』という記載があることを確認してください。 　　『DATAファイルに登録してください』と表示されている場合は登録が必要です。  ㊴  【土地評価システム終了】をクリックします。
	スライド 17:  ㊵【土地用途と建物の組み合わせ】をクリックします。　 　・土地の用途や建物の所有者を入力時、不明点があった場合 　　は、こちらを参照してください。   ㊶【不動産の評価方法】をクリックします。 　・こちらで組合せによる自動評価方法を確認できます。   ※1 土地の用途と建物の所有者の組み合わせにより、 　　土地と建物の相続税評価額を自動計算します。  ※2  用途欄がピンク色の土地は小規模宅地の特例が 　　 適用されていることを示しています。  ※3  プルダウンメニューから小規模宅地
	スライド 18: （1）　検索物件番号に編集したい物件番号を入力し、【検索】をクリックします。  （2）　2筆以上の場合は【筆入力・修正】をクリックし、筆の情報を編集または確認し、【不動産フォームへ反映】をクリックします。 　　　　・1筆のみの場合は【筆入力・修正】ボタンから修正する必要はございません。  ※1　相続税評価額が本システムの自動計算結果と異なる場合は、こちらから相続税評価額の強制入力を行います。  （3）　編集完了後【シートへ入力】をクリックし、フォームを閉じます。
	スライド 19: （1） 不動産を通常通り入力し、【マンション評価】をクリックします。　　　 　 （2）『総階数』などの空欄の箇所を入力し、【反映】をクリックします。 ※1　敷地権とは別に土地の共有持ち分が1/1ではない場合は、敷地権の持ち分を修正入力してください。　　 　　  敷地権の持ち分を修正すると土地の共有持ち分が自動で修正されます。 　　　　　　 （3）【シートへ入力】ボタンを押して入力完了です。  ※2　データ入力シートの【マンション評価】ボタンから相続税評価額の計算過程の確認や、簡易にマンシ
	スライド 20: （1）【農地の納税猶予設定】をクリックします。　　　　　　　　　　　　　　 （2）【納税猶予対象地の取得】をクリックします。  （3）『農業相続人』『農業投資価格の単価』を入力します。　　　　　　　　　 （4） 二次相続時の納税猶予は【2次相続の農業相続人指定】ボタンから設定します。  ※　農地納税猶予の適用の切り替えは【算出設定・確認】→『農地の納税猶予指定』の設定・確認ボタンから行えます。　　　　　　　　　　　　　　  留意点　・　入力必須の項目が空欄の場合、正しく相続税が計算されな
	スライド 21: ● 数字上のデータではわからない問題点をチェックして 　 いきます。  ㊷ 【定性面チェック・レポート強制出力】をクリックします。  ㊸　該当する項目の赤枠内をダブルクリックして選択します。 　・この項目は顧客ニーズ分析機能で分析できない項目です。 　・選択された項目に関する提案書が出力されます。  ㊹　提案書に出力したい項目の赤枠内をダブルクリック       して選択します。 　・この項目は顧客ニーズ分析機能で分析できる項目です。 　・選択することで顧客ニーズ分析で出てこない項目を強
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